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附 則 
 

 （実施期日） 

第１条 この約款は、平成１９年１０月１日から実施します。 

 

 （内国郵便約款の廃止） 

第２条 日本郵政公社が定めた内国郵便約款は、廃止します。 

 

 （差し出された郵便物に関する経過措置） 

第３条 この約款の実施前に郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第１

０２号）第１４条の規定による改正前の法（以下「旧法」といいます。）及び郵便法施行規則の一部を改正する

省令（平成１９年総務省令第３３号）による改正前の郵便法施行規則その他旧法に基づく総務省令（以下「旧

法令」と総称します。）並びに前条（内国郵便約款の廃止）の規定による廃止前の内国郵便約款（以下「旧約款」

といいます。）の規定に従って差し出された郵便物は、この約款の相当の規定に従って差し出された郵便物とし

て取り扱います。 

２ この約款の実施前に差し出された旧法第３０条に規定する小包郵便物については、前項の規定にかかわらず、

なお従前の例によります。 

３ この約款の実施前に差し出された郵便物について、旧約款第１６２条（損害賠償の範囲）第２項の表中６の

(2)に規定する事由により損害が生じた場合の損害賠償については、第１項の規定にかかわらず、なお従前の例
によります。 

 

 （日本郵政公社がした行為等に関する経過措置） 

第４条 この約款の実施前に旧法令又は旧約款の規定に基づき日本郵政公社がした承認、指定その他の行為は、

この約款の相当の規定により当社がした承認、指定その他の行為とみなします。 

２ この約款の実施の際現に旧法令又は旧約款の規定に基づき日本郵政公社に対してされている請求、届出その

他の行為は、この約款の相当の規定により当社に対してされた請求、届出その他の行為とみなします。 

３ この約款の実施前に旧法令又は旧約款の規定に基づき日本郵政公社に対し届出、報告、資料の提出その他の

手続をすることとされている事項でこの約款の実施前にその手続がされていないものについては、この約款の

相当の規定により当社に対して届出、報告、資料の提出その他の手続をすることとされた事項についてその手

続がされていないものとみなします。 

 

 （小包葉書等に関する経過措置） 

第５条 旧約款の附則（平成１５年４月１日実施。以下この条において同じとします。）第４条（小包葉書等に関

する経過措置）第１項の規定により同項の小包葉書として取り扱うこととされていたものについては、第２０

条（第二種郵便物）の規定にかかわらず、当分の間、これを当社が提供する郵便以外の送達役務に係る荷物の

外部に添付して同時に送達する第二種郵便物として取り扱います。この場合における料金については、料金表

の規定による通常葉書の料金を適用します。 

２ 旧約款の附則第４条（小包葉書等に関する経過措置）第２項の小包葉書については、当分の間、第４７条（切

手類の交換）の規定により他の切手類と交換することができます。この場合における交換手数料については、

料金表の規定による通常葉書の手数料を適用します。 

３ 旧約款の附則第４条（小包葉書等に関する経過措置）第３項の規定により第二種郵便物として取り扱うこと

とされていた郵便葉書については、第２５条（郵便葉書に浮出添付等のできる範囲）第１項の規定にかかわら

ず、当分の間、これを第二種郵便物として取り扱います。 

 

 （定形小包包装物の交換に関する経過措置） 

第６条 旧約款第３条（用語の定義）の表中７に規定する定形小包包装物については、当分の間、第４７条（切

手類の交換）の取扱いをします。この場合において、次の表の第１欄に掲げる規定中同表の第２欄に掲げる字

句は、同表の第３欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとします。 

 

第１欄 第２欄 第３欄 
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第４７条の見出し 切手類 切手類等 
第４７条第１項 又は料額印面の汚染し、若しくは

き損されていない郵便葉書若し

くは郵便書簡 

、料額印面の汚染し、若しくはき

損されていない郵便葉書若しく

は郵便書簡又は配達証がはがれ

ていない定形小包包装物 
 若しくは郵便書簡の 、郵便書簡若しくは定形小包包装

物の 
第４７条第２項 以下「請求者」といいます 定形小包包装物の交換を請求す

る者を除きます 
第４７条第３項 切手類の 切手類又は定形小包包装物の 
 請求者の提出する切手類 交換を請求する者の提出する切

手類及び定形小包包装物 
     

２ １に掲

げるもの

以外のも

の 

その事業

所において

現に販売し

ている通常

切手類のう

ち請求者が

希望するも

の 

２ １に掲

げるもの

以外のも

の（定形小

包包装物

を除きま

す。） 

その事業

所において

現に販売し

ている通常

切手類のう

ち請求者が

希望するも

の 

 

  ３ 定形小

包包装物 
その事業

所において

現に販売し

ている通常

切手類（郵便

書簡及び当

社が対価を

得ないで図

画等を記載

した郵便葉

書を除きま

す。） 

 

     

第４７条第４項 前項の 前項の表中１又は２の 
 請求者 交換を請求する者 
第４７条第５項 請求者 交換を請求する者 
 切手類 切手類又は定形小包包装物 

 

 （別納郵便物及び後納郵便物に関する経過措置） 

第７条 旧約款の規定による表示をして調製した封筒その他の物を使用して差し出された別納郵便物及び後納郵

便物のうち、差出局名が表示されているものについては、当分の間、その表示された郵便局に相当する事業所

の名称が表示されているものとみなします。 

 

 （計器別納郵便物に関する経過措置） 

第８条 旧約款の規定に基づく計器別納取扱承認又は計器別納特例承認に係る料金計器の印影については、当分

の間、その表示された郵便局に相当する事業所の名称が表示されているものとみなします。 

 

 （受取人払郵便物に関する経過措置） 
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第９条 旧約款別記６の規定による表示をして差し出された受取人払郵便物については、その差出有効期間内に

限り、この約款の別記７の規定による表示がされているものとみなします。 

 

 （業務用郵便物に関する経過措置） 

第１０条 旧約款第２０２条（業務用郵便物）の規定による表示をして差し出された郵便物（当社が別に定める

ものに限ります。）については、第６２条（料金受取人払）の規定にかかわらず、当社が指示するところにより、

これを受取人払郵便物として取り扱います。 

 

（注） 当社が別に定めるものは、「通信事務郵便」の文字が記載されているもの以外のものとします。 

 

 

附 則（平成１９年１０月１日 郵オ企第８号） 
 
 この改正規定は、平成１９年１０月１７日から実施します。 
 

 

附 則（平成２０年１月２４日 郵オ企第１６７号） 
 
 この改正規定は、平成２０年２月２５日から実施します。 
 

 

附 則（平成２０年３月７日 郵オ企第２３６号） 
 
 この改正規定は、平成２０年４月１日から実施します。 
 

 

附 則（平成２０年４月８日 郵オ企第８号） 
 
 この改正規定は、平成２０年５月７日から実施します。 
 

 

附 則（平成２０年４月２８日 郵集配第１９号） 
 
 この改正規定は、平成２０年７月１日から実施します。 
 
 

附 則（平成２０年６月４日 郵オ企第１２９号） 
 
 この改正規定は、平成２０年７月１日から実施します。 
 

 

附 則（平成２０年６月２４日 郵オ企第１５８号） 
 
 この改正規定は、平成２０年８月１日から実施します。 
 

 

附 則（平成２０年６月２４日 郵郵事第２５号） 
 
 この改正規定は、平成２０年８月１日から実施します。 
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附 則（平成２０年６月３０日 郵集配第７４号） 

 
 この改正規定は、平成２０年８月１日から実施します。 
 
 

附 則（平成２０年７月２日 郵オ企第１８８号） 
 
 この改正規定は、平成２０年９月１日から実施します。 
 
 

附 則（平成２０年７月３１日 郵集配第１０６号） 
 
 この改正規定は、平成２０年９月１日から実施します。 
 
 

附 則（平成２０年８月２７日 郵オ企第３０１号） 
 
 この改正規定は、平成２０年９月２２日から実施します。 
 
 

附 則（平成２０年９月３日 郵郵事第５９号） 
 
 この改正規定は、平成２０年１０月１日から実施します。 
 
 

附 則（平成２０年１０月３日 郵切葉第５００号） 
 
 この改正規定は、平成２０年１０月３０日から実施します。 
 
 

附 則（平成２０年１１月１４日 郵切葉第６２５号） 
 
 この改正規定は、平成２０年１２月１５日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２１年１月３０日 郵郵事第１２７号） 
 
 （実施期日） 
第１条 この改正規定は、平成２１年３月１日から実施します。 
 
 （表示に関する経過措置） 
第２条 平成２２年３月３１日までにこの改正規定の実施前の第１３６条（配達記録郵便物の表示）の規定によ

る表示をして差し出された郵便物については、この改正規定の実施後の第１１４条（書留郵便物の表示）の（注

１）の表中２の(2)の規定による表示があるものとみなします。 
 
 （受取人払郵便物の表示に関する経過措置） 
第３条 この改正規定の実施前の別記７の１の規定により「配達記録」と記載されたものであって、この改正規

定の実施前の第５章第９節（配達記録郵便）の規定に従って差し出された受取人払郵便物については、その差

出有効期間内に限り、なお従前のとおりとします。 
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 （簡易書留郵便物の料金割引の適用の申出に関する経過措置） 
第４条 平成２１年３月中に差し出される料金割引を適用する簡易書留郵便物に係る第６表の第３の２の(2)の
アの（注１）及びイの（注１）の適用については、これらの規定中「差出開始の予定期日の属する月の前月末

日までに」とあるのは、「差出開始日までに」とします。 
 
 
   附 則（平成２１年２月９日 郵郵事第１３１号） 
 
 （実施期日） 
第１条 この改正規定は、平成２１年３月１日から実施します。 
 
 （経過措置） 
第２条 この改正規定の実施前の第１６１条（第三種郵便物の承認請求）の（注）の規定により提出された資料

については、この改正規定の実施後の第１６１条（第三種郵便物の承認請求）の（注）の２の証明資料とみな

します。この場合における同条の（注）の３の前段の規定の適用については、「証明資料提出月の末日」とある

のは、「平成２４年２月２９日」とします。 
 
 
   附 則（平成２１年２月２５日 郵オ企第６８４号） 
 
 この改正規定は、平成２１年４月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２１年２月２７日 郵郵事第１６８号） 
 
 （実施期日） 
第１条 この改正規定は、平成２１年４月１日から実施します。 
 
 （経過措置） 
第２条 この改正規定の実施前に特定事項伝達型本人限定受取郵便の試験的取扱いに関する約款の規定に従って

差し出された本人限定受取郵便物は、この約款の相当の規定に従って差し出された本人限定受取郵便物として

取り扱います。 
 
 
   附 則（平成２１年４月１５日 郵郵事第３号） 
 
 この改正規定は、平成２１年６月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２１年８月１２日 郵オ企第２３９号） 
 
 この改正規定は、平成２１年９月１４日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２１年８月１２日 郵オ企第２３９号） 
 
 この改正規定は、平成２１年９月２１日から実施します。 
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   附 則（平成２１年８月１２日 郵オ企第２３９号） 
 
 この改正規定は、平成２１年９月２４日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２１年８月１２日 郵オ企第２３９号） 
 
 この改正規定は、平成２１年９月２８日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２１年９月２４日 郵オ企第３１７号） 
 
 この改正規定は、平成２１年９月２８日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２１年１２月３日 郵財務第１１３号） 
 
 この改正規定は、平成２２年１月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２１年１２月１６日 郵郵事第３７９号） 
 
 この改正規定は、平成２２年２月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２２年１月４日 郵オ企第４６６号） 
 
 この改正規定は、平成２２年２月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２２年１月５日 郵郵事第４０５号） 
 
 この改正規定は、平成２２年２月１５日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２２年２月１日 郵オ企第４９３号） 
 
 この改正規定は、平成２２年３月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２２年２月８日 郵郵事第５０５号） 
 
 この改正規定は、平成２２年４月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２２年２月８日 郵オ企第５１０号） 
 
 この改正規定は、平成２２年４月１日から実施します。 
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   附 則（平成２２年３月１８日 郵郵事第６３１号） 
 
 この改正規定は、平成２２年５月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２２年３月３０日 郵オ企第６２１号） 
 
 この改正規定は、平成２２年５月６日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２２年４月１３日 郵郵事第２０号） 
 
 この改正規定は、平成２２年６月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２２年４月１５日 郵郵事第２７号） 
 
 この改正規定は、平成２２年６月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２２年６月１０日 郵郵事第１５６号） 
 
 この改正規定は、平成２２年７月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２２年７月１２日 郵集配第９６号） 
 
 この改正規定は、平成２２年８月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２２年６月１７日 郵オ企第１２８号） 
 
 この改正規定は、平成２２年８月９日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２３年１月１２日 郵オ企第４９４号） 
 
 この改正規定は、平成２３年２月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２３年１月２０日 郵郵事第２８１号） 
 
 この改正規定は、平成２３年２月１５日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２３年１月２４日 郵財務第１８１号） 
 
 この改正規定は、平成２３年３月１日から実施します。 
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   附 則（平成２３年２月２２日 郵オ企第５４１号） 
 
 この改正規定は、平成２３年３月２２日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２３年３月３１日 郵オ企第６２８号） 
 
 この改正規定は、平成２３年５月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２３年５月２０日 郵施設第２７号） 
 
 この改正規定は、平成２３年６月２７日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２３年７月１日 郵郵事第２１７号） 
 
 この改正規定は、平成２３年８月１日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２３年６月２３日 郵施設第５７号） 
 
 この改正規定は、平成２３年９月２０日から実施します。 
 
 
   附 則（平成２３年８月２３日 郵施設第１００号） 
 
 この改正規定は、平成２３年１０月１日から実施します。 
 


